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薩摩川内市立上甑中学校における防災マニュアル 

１ 学校防災委員会組織 

  学校防災委員 

  校長・教頭・防火防災係・生徒指導主任・教務主任・保健主任 

２ 想定される災害 

災害 地震 台風（暴風・暴雨） 火災 土砂 雪害等 

二次災害 津波 火災 余震 

水害（堤防等の決壊） 

原子力災害 

土砂災害 

地盤（沈下、すべり、亀裂、擁壁の崩壊等） 

液状化 

水害（堤防等の決壊） 

地盤（沈下、すべり、亀裂、擁壁の崩壊等） 

原子力災害 

土砂災害 

※ただし、上甑中学校の敷地は、土砂災害警戒区域に該当しない。 

３ 学校災害対策本部組織図 

① 学校災害対策本部の設置 

   災害が発生した場合、学校では、校長を本部長とする「学校災害対策本部組織」を整備し、災害時の学校

内における連絡体制や避難、屋内退避時における教職員の役割分担を明確にし、組織的な対応を取ります。 

 

本部長（隊長） ※校長 

  

副本部長（副隊長） ※教頭 

  

       

災害（地震・津波・台風・水害・土砂・原子力等） 

○情報連絡担当 

※教務主任・副担任 

防火・防災係 

○避難誘導担当 

（引き渡し） 

 ※担任・副担任 

○救護・衛生担当 

 ※保健主任・体育主任 

○物資確保・配給担当 

※学校給食担当・副担任 

事務職員・学校主事 

○一次集合場所支援担当 

 ※生徒指導主任 

火災（上甑中学校消防計画より） 

指揮班 避難誘導班 搬出班 消火班 
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班
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搬
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搬
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搬
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消
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※情報については各職員が積極的に収集し連携を図る。 

 

 

 

 

 



②  学校災害対策本部の役割 

担
当 

災害に備えての役割 災害時における役割  

本
部
長 

・ 全教職員に対して、災害時の対応に

ついての個々の役割分担を明確化す

る。 

・ 保護者に対し、災害時における学校

の対応策や避難場所について周知徹

底を図る。 

・ 学校原子力災害対策本部を設置し、市からの指示に従い、

全教職員にあらかじめ定められた災害活動に直ちに従事す

ることを指示する。 

・ 市立幼稚園、学校においては、市教育委員会へ随時状況の

報告をする。 

校 長 

副
本
部
長 

・ 全教職員に対して、災害に備えての

防災体制について共通理解を図ると

ともに、周知徹底を図る。 

・ 幼・小との連携 

・ 本部長を補佐し、教職員の災害活動が迅速かつ適切に行え

るよう各担当との連絡調整を行う。 

・ 各担当からの情報を的確に把握し、本部長に報告する。 

・ 諸関係機関に対する対応の窓口となる。 

・ 幼・小との連携 

教 頭 

（
指
揮
班
） 

情
報
連
絡
担
当 

・ 情報を迅速かつ的確に伝達できる連

絡網を作成し、連携を図る。 

・ 幼・小との連携 

・ 生徒等の避難状況等についての保護者からの問い合わせに

対応する。 

・ 避難所（屋内退避所も含む。）の見回り等を行い、避難状

況や屋内退避状況を把握し、的確な状況を副本部長へ報告す

る。 

・ 避難している生徒等に必要な情報を提供する。 

・ すべての情報を副本部長に報告する。 

・ 市災害対策本部からの指示を受け、本部長へ報告する。 

・ 幼・小との連携 

教務主任 

防火・防災係 

副担任 

（
避
難
誘
導
・
検
索
・
引
き
渡
し
） 

避
難
誘
導
担
当 

避  難 

・ 生徒等が安全に避難するための場所

の設定とその経路を作成し、その周知

徹底を図る。 

・ 保護者が迎えに来た際は、生徒等を

安全かつ迅速に引き渡せる場所を決

定しておく。 

幼・小への協力 

・ 幼・小の避難の協力。 

屋内退避 

・ 学校における屋内退避は、担任の指

揮の下、教室で退避させるため、教室

に安全かつ迅速に集合できるための

経路を児童等に周知させる。 

検索（火災等） 

・ 避難するための場所とその経路等の

確認。 

避  難 

・ 生徒等を速やかに退避させ、その後、生徒等に状況の説明

をし、指定された避難所に向かう。場合によっては車両に順

序よく乗車させる。 

・ 原則として担任は生徒等と行動を共にし、生徒等がパニッ

クを起こさないよう適切な指示をする。 

・ 避難が完了したときは、速やかに副本部長に報告する。 

幼・小への協力 

・ 幼・小の避難の協力。 

屋内退避 

・ 教室内へ安全かつ速やかに退避させ、全ての窓やカーテン

を閉め、換気扇を止め、児童等に状況の説明をし、次の指示

が出るまで 教室内で待機させる。 

・ 退避が完了したときは、速やかに副本部長に報告する。 

検索（火災等） 

・ 避難終了の連絡、戸締まり。 

引き渡し 

・ 避難場所から引受人（保護者）への連絡、引受人への引き

渡し（引き渡しカードで確認）を行い副本部長へ報告する。 

学年主任 

担 任  

副担任 

救
護
・
衛
生
担
当 

・ 救急用品の確保及び救護体制を整備

する。 

・ 避難時や屋内退避時の環境を整理し

ておく。 

・ 非常時重要物の確認。 

避  難 

・ 簡易な健康相談を行う関係者に協力するとともに、生徒等

及び教職員に対する的確な救護と応急的な措置及び健康観

察を行う。 

・ 応急的な措置及び健康観察の準備。 

屋内退避 

・ 緊急的な医療行為の必要が生じた場合は、直ちに市災害対

策本部に連絡をし、その指示を受ける。 

保健主任 

体育主任 

（
搬
出
・
警
戒
） 

物
資
確
保
・ 

配
給
担
当 

・ 搬入される物資の保管場所をあらか

じめ確認しておく。 

・ 非常時重要物の確認。 

・ 搬出物の警戒。 

・ 市災害対策本部との連携の下、必要な物資を確保し、適切

に配給する。 

・ 非常時重要物の搬出。 

学校給食担当 

副担任 

事務職員 

学校主事 

集
合
場
所 

支
援
担
当 

・ 災害時における避難所運営支援につ

いて市担当職員、自主防災組織等と確

認しておく。 

・ 災害が発生した場合に一次集合場所に指定されている学校

は、市担当職員や自主防災組織等が行う避難所運営の支援を

行う。 

生徒指導主

任等 

 



４ 災害発生時の対応及び避難計画 

災害発生 
 ・状況の判断 

・一次避難の指示（自宅待機）  
   ※情報の収集 
一次避難所 
校庭・体育館等・３階（屋上） 
（災害の状況に応じて） 

自宅待機（臨時休業） 
※台風等予測できる災害 

 ・在校者（生徒・職員）の人員把握 
・情報の収集→状況の判断 
（二次避難、引き渡し等） 

 

    

二次避難所 
江石の峠、体育館等屋内（災害の状況に応じて） 

 ・津波や原子力等の二次災害への対応 
・在校者（生徒・職員）の人員把握 
・情報の収集→状況の判断 

 

    

保護者への引き渡し 
避難先・学校内での引き渡し 

 ・生徒の避難先確認（引き渡しカードの確認） 
・引き渡し状況の確認、市教委への連絡 
・引き渡し状況集約、市教委への報告 

 

    

通常の学校生活 
 ・災害状況集約、市教委への報告 

・心のケア  

 

場面に応じた災害への対応 

場  面 災 害 対 応 策 

学校外活動中 

○ 避難の準備→避難。 

○ 情報を収集し、災害に応じた対応をする。 

○ 防災行政無線や、広報車などの放送による市災害対策本部からの指示に

従う。 

○ 大会等では、施設の管理責任者や大会本部の指示に従う。 

○ 学校の対応（避難）及び保護者の迎え等について、学校から保護者あて

連絡（電話・メール配信等）する。 

休業日・管理下外 

○ 休業日に活動等で生徒等が登校している際に、災害が発生したときは、

学校に来ている教職員で、生徒等の安全を確保できる体制及び保護者に連

絡できる体制を整えておく。（授業中の対応に準ずる。） 

○ 生徒等が自宅にいた時に災害が発生し、校区内に避難指示が出た場合、

教職員は可能な限り生徒等の所在を確認する。また、学校が避難所となっ

ている場合、教職員は可能な限り学校へ向かい、避難所運営の支援を行う

体制を講じておく。 

 

保護者への引き渡し方法 

事前準備 緊急連絡 引き渡し 事後対応 

１ ２ ３ ４  ５  ６  ７  ８  ９ 10 11 
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連
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連
絡
先
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徒
の
避
難
先
確
認 

 

避
難
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・
学
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内
で
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渡
し 

 

カ
ー
ド
等
で
の
確
認 

市
教
育
委
員
会
へ
の
報
告 

 

引
き
渡
し
の
状
況
集
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随時 市教委へ連絡 

残った生徒への対応→随時連絡→引き渡し→副本部長へ 

※引き渡し場所【上甑中学校、場合によっては避難場所（江石方面への峠）】 



薩摩川内市立上甑中学校における原子力防災マニュアル 

１ 学校原子力防災委員会組織 

  学校原子力防災委員 

  校長・教頭・防火・防災係・生徒指導主任・教務主任・保健主任 

２ 学校原子力災害対策本部組織図 

③ 学校原子力対策本部の設置 

   原子力災害が発生した場合、学校では、校長を本部長とする「学校原子力災害対策本部組織」を整備し、

原子力災害時の学校内における連絡体制や避難、屋内退避時における教職員の役割分担を明確にし、組織的

な対応を取ります。 

 

本部長 ※校長 

  

副本部長 ※教頭 

  

      

○
情
報
連
絡
担
当 

※
教
務
主
任
・
副
担
任 

 

防
火
・
防
災
係 

○
避
難
誘
導
担
当
（
引
き
渡
し
） 

 

※
担
任
・
副
担
任 

○
救
護
・
衛
生
担
当 

 

※
保
健
主
任
・
体
育
主
任 

○
物
資
確
保
・
配
給
担
当 

※
学
校
給
食
担
当
・
副
担
任 

 

事
務
職
員
・
学
校
主
事 

○
一
次
集
合
場
所
支
援
担
当 

 

※
生
徒
指
導
主
任 

※情報については各職員が積極的に収集し連携を図る。 

 

④  学校原子力災害対策本部の役割 

担
当 

災害に備えての役割 災害時における役割  

本
部
長 

・ 全教職員に対して、災害時の対応につ

いての個々の役割分担を明確化する。 

・ 保護者に対し、原子力災害時における

学校の対応策や避難場所について周知徹

底を図る。 

・ 学校原子力災害対策本部を設置し、市からの指示に従い、

全教職員にあらかじめ定められた災害活動に直ちに従事す

ることを指示する。 

・ 市立幼稚園、学校においては、市教育委員会へ随時状況の

報告をする。 

校 長 

副
本
部
長 

・ 全教職員に対して、災害に備えての原

子力防災体制について共通理解を図ると

ともに、周知徹底を図る。 

・ 幼・小との連携 

・ 本部長を補佐し、教職員の災害活動が迅速かつ適切に行え

るよう各担当との連絡調整を行う。 

・ 各担当からの情報を的確に把握し、本部長に報告する。 

・ 諸関係機関及び報道機関に対する対応の窓口となる。 

・ 幼・小との連携 

教 頭 

情
報
連
絡
担
当 

・ 情報を迅速かつ的確に伝達できる連絡

網を作成する。 

・ 幼・小との連携 

 

・ 生徒等の避難状況等についての保護者からの問い合わせに

対応する。 

・ 避難所（屋内退避所も含む。）の見回り等を行い、避難状

況や屋内退避状況を把握し、的確な状況を副本部長へ報告す

る。 

・ 避難している生徒等に必要な情報を提供する。 

・ すべての情報を副本部長に報告する。 

・ 市災害対策本部からの指示を受け、本部長へ報告する。 

・ 幼・小との連携 

教務主任 

防火・防災係 

副担任 



避
難
誘
導
担
当 

避  難 

・ 生徒等が安全に避難するための場所の

設定とその経路を作成し、その周知徹底

を図る。 

・ 保護者が迎えに来た際は、生徒等を安

全かつ迅速に引き渡せる場所を決定して

おく。 

幼・小への協力 

・ 幼・小の避難の協力。 

屋内退避 

・ 学校における屋内退避は、担任の指揮

の下、教室で退避させるため、教室に安

全かつ迅速に集合できるための経路を生

徒等に周知させる。 

避  難 

・ 生徒等を速やかに屋内に退避させ、その後、生徒等に状況

の説明をし、指定された避難所に向かうため、手配された車

両に順序よく乗車させる。 

・ 原則として担任は生徒等と行動を共にし、生徒等がパニッ

クを起こさないよう適切な指示をする。 

・ 避難が完了したときは、速やかに副本部長に報告する。 

幼・小への協力 

・ 幼・小の避難の協力。 

屋内退避 

・ 教室内へ安全かつ速やかに退避させ、全ての窓やカーテン

を閉め、換気扇を止め、生徒等に状況の説明をし、次の指示

が出るまで 教室内で待機させる。 

・ 退避が完了したときは、速やかに副本部長に報告する。 

引き渡し 

・ 避難場所から引受人（保護者）への連絡、引受人への引き

渡し（引き渡しカードで確認）を行い副本部長へ報告する。 

学年主任 

担 任  

副担任 

救
護
・
衛
生
担
当 

・ 救急用品の確保及び救護体制を整備す

る。 

・ 避難時や屋内退避時の放射線防護対策

を整理しておく。 

避  難 

・ サーベイメータ等を用いた放射性物質の汚染検査及び拭き

取り等の簡易な除染や健康相談を行う関係者に協力すると

ともに、生徒等及び教職員に対する的確な救護と応急的な措

置及び健康観察を行う。 

・ 安定ヨウ素剤の手配及び服用準備。 

・ 服用の指示が出た場合の服用に関すること。 

屋内退避 

・ 緊急的な医療行為の必要が生じた場合は、直ちに市災害対

策本部に連絡をし、その指示を受ける。 

保健主任 

体育主任 

物
資
確
保

・ 

配
給
担
当 

・ 搬入される物資の保管場所をあらかじ

め確認しておく。 

・ 市災害対策本部との連携の下、必要な物資を確保し、適切

に配給する。 

学校給食担当 

副担任 

事務職員 

学校主事 

集
合
場
所 

支
援
担
当 

・ 原子力災害時における避難所運営支援

について市担当職員、自主防災組織等と

確認しておく。 

・ 原子力災害が発生した場合に一次集合場所に指定されてい

る学校は、市担当職員や自主防災組織等が行う避難所運営の

支援を行う。 

生徒指導主

任等 

３ 事故発生時の対応及び避難計画 

                 原子力事業所 → 国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒事態発生 

（例 大地震（震度６） 大津波） 

（原子力防災管理者の通報義務等）

• 第１０条 原子力防災管理者は，原子力事業所の区域
の境界付近において政令で定める基準以上の放射線
量（５μＳｖ／ｈ）が政令で定めるところにより検出された
こと、その他の政令で定める事象の発生について通報
を受け，又は自ら発見した時は・・・主務大臣等へ・・・
通報するものとする。

原子力災害対策特別措置法（平成１１年１２月１７日法律第１５６号）

１ 原子炉（加圧水型軽水炉に限る）の運転中に
蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること

２ 原子炉の運転中に全ての交流電源からの電気
の供給が停止し，かつ，その状態が５分以上継
続すること

地震・津波対応マニュアル 

によって行動開始 

薩摩川内市では、 

◆ 防災行政無線 

◆ ラジオ（FM さつませんだい 等） 

◆ テレビ 

◆ インターネット 

◆ 緊急速報メール（エリアメール） 

◆ 広報車 

など、使用可能なあらゆる手段で、迅速にわかりやす

く、定期的に繰り返して広報します。 

上甑中学校原子力災害対策本部 

 

UPZ 圏外学校（上甑中学校） 

国 事故警戒本部設置・対策会議等 

鹿児島県・薩摩川内市  
県（市）原子力災害対策本部 

○ 学校は、独自の判断での行動を取
らずに市災害対策本部や市教育委員
会からの指示に従って行動する。 

○ 状況や場面に応じて、児童等及び
教職員等が、最も安全に避難するこ
とができる体制を整備する。 



ＵＰＺ圏外学校（上甑中学校）避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生徒・職員の命を第 1に考えて行動する。 

場面に応じた災害への対応 

場  面 災 害 対 応 策 

学校外活動中 

○ 防災行政無線や、広報車などの放送による市災害対策本部からの指示に

従う。 

○ 屋外活動中の児童等を近くの建物に退避させ、顔や手を洗わせうがいを

させた後、避難の準備をさせる。なお、学校と随時連絡を取り合う。 

○ 大会等では、施設の管理責任者や大会本部の指示に従う。 

○ 市災害対策本部からの指示に従って、原子力防災対策を重点的に実施す

べき区域から速やかに離れ、最寄りの避難所等へ移動し、所在を報告する。 

  バス等を利用して参加している場合は、そのバスを利用する。 

○ 学校の対応（避難）及び保護者の迎え等について、学校から保護者あて

連絡（メール配信等）する。 

休業日・管理下外 

○ 休業日に活動等で児童等が登校している際に、原子力災害が発生したと 

きは、学校に来ている教職員で、市災害対策本部からの指示に従って、生

徒等の安全を確保できる体制及び保護者に連絡できる体制を整えておく。

（授業中の対応に準ずる。） 

○ 生徒等が自宅にいた時に原子力災害が発生し、校区内に避難指示が出た

場合、教職員は可能な限り児童等の所在を確認する。また、学校が避難所

となっている場合、教職員は可能な限り学校へ向かい、避難所運営の支援

を行う体制を講じておく。 

   保護者への引き渡し方法 

事前準備 緊急連絡 引き渡し 事後対応 
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随時 市教委へ連絡 

残った生徒への対応→随時連絡→引き渡し→副本部長へ 

※引き渡し場所【上甑中学校、場合によっては避難場所（江石方面への峠）】 

正確な情報を得る（市教委、防災行政無線、報道機関等から正確な情報を得る体制） 

在校者の人員把握（生徒等及び職員の在校状況を把握する） 

市教育委員会等からの指示（その後の対応について指示を受け、対策を講じる） 

上甑中学校原子力災害対策本部 

 



４ 保護者引き渡しカード 

緊急時引き渡しカード 薩摩川内市立上甑中学校 

学年・組・名前 

１年 組 

２年 組 生徒名              （ 男 女 ） 

３年 組 

郵 便 番 号 

住     所 

（住所に○印 番地 番等） 

郵便番号下２桁 

〒８９６－１２ 

薩摩川内市上甑町 

（中甑・中野・江石・小島・瀬上・桑之浦・平良） 

 ０１・０２・０３・０４・０５・ ０６・８１ 

保 護 者  名 

 

 

 

 

本人との関係（    ） 

自宅電話  

自宅以外の電話 

（名称等） 

 

（         ） 

携帯電話 
 

小・中学校在学 

兄弟・姉妹 等 

小・中  年  組  
小・中  年  組 名前（     ） 
小・中  年  組 

小・中  年  組  
小・中  年  組 名前（     ） 
小・中  年  組 

小・中  年  組  
小・中  年  組 名前（     ） 
小・中  年  組 

小・中  年  組  
小・中  年  組 名前（     ） 
小・中  年  組 

 

順 引受人氏名 
本人と

の関係 

電話番号 

（携帯等、緊急時に連絡がつく番号） 

電話以外の連絡方法 

（携帯メールアドレス等） 

１ 
  

（固定電話） 
 

（携帯電話） 

２ 
  

（固定電話） 
 

（携帯電話） 

３ 
  

（固定電話） 
 

（携帯電話） 

４ 
  

（固定電話） 
 

（携帯電話） 

５ 
  

（固定電話） 
 

（携帯電話） 

 

■以後は、緊急引き渡し時に、関係者が記入します。 

引受人 引き渡した時間 引き渡した職員 

 月   日   時   分 担任・副担任・（       ） 

生徒・保護者の今後の動き 

自宅・その他（        ） 

公民館 

（今後の避難先や連絡先等） 

 

※今後の学校の対応や連絡先等を示す文書を渡すときに必要になります。 

（引受人署名） 

 

 

※２・３年生は、１・２年次に記入した引き渡しカードに新しい情報を訂正、追加して提出して下さい。 



５ 緊急時の連絡先一覧表 

機  関  名 
電話番号 

FAX 番号 
所  在  地 

上甑中学校 
０９９６９－２－００１４ 

０９９６９－２－００４１ 
薩摩川内市上甑町中甑１９１－１ 

薩摩川内市教育委員会 
０９９６－２３－５１１１ 

０９９６－２１－１２８５ 
薩摩川内市神田町３－２２ 

上甑支所 
０９９６９－２－０００１ 

０９９６９－２－１４９０ 
薩摩川内市上甑町中甑４８１－１ 

中津小学校 
０９９６９－２－００１３ 

０９９６９－６－１６３２ 
薩摩川内市上甑町中甑２５４ 

上甑分駐所（消防） ０９９６９－２－０３７７ 薩摩川内市上甑町中甑４８１－１ 

上甑幹部派出所 ０９９６９－２－０１３１ 薩摩川内市上甑町中甑４９０－２ 

上甑診療所 
０９９６９－２－００１０ 

０９９６９－２－１１４８ 
薩摩川内市上甑町中甑１９０－１ 

村永医院 ０９９６９－２－００１２ 薩摩川内市上甑町中甑３３５－１ 

上甑生活館（平良） ０９９６９－２－００９１ 薩摩川内市上甑町平良２１７ 

里支所 
０９９６９－３－２３１１ 

０９９６９－３－２９１２ 
薩摩川内市里町里１９２２ 

甑島商船 
０９９６－３２－６４５８ 

０９９６－３２－３００７ 

いちき串木野市西薩町１２ 

（日・祭日０９９６―３２―２１６１） 

甑島商船（里港代理店） ０９９６９－３－２０１９ 薩摩川内市里町里１６１９－１３ 

   

   

 


